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発行：2026年 1月 1日 

★掲載の講座のお申し込み・問い合わせ先： 

公益社団法人 ふくい・くらしの研究所 

    

Tel. ０７７６－５２－０６２６                         

HP http://www.kuranavi.jp  

 

調味料にもこだわりたい方、何か手作りしてみた

い方、麹にはこだわりがある 「手作りみそ」 講

座にぜひご参加ください。  

時間 :13:15～17：00 

講師：出倉弘子氏 

参加費：2500 円～3000 円（材料の値段により変動） 

★お持ち帰り用の容器をご用意ください。 

帽子をかぶったようなパイ生地を 

サクッと崩すと、中から溢れるの 

は冬のごちそう。あつあつが何よりです。 

時間：10：00～13：00 

講師：出倉弘子氏  

参加費：1800 円（くらなび会員は 1500 円） 

★エプロン、ハンドタオル、筆記用具をお持ちください 

消費者トラブルの対策に役立つ情報や、日常生活に関わりの深いテーマをコンパクトにまとめた、国民生活センター

発行の【くらしの豆知識】からのミニテストです。（答えは下に） 

次の①～④の文は、正しい？ 間違い？ 

 

① 普通の保証人は、債権者（お金を貸した人）から「返済が滞っているので支払ってほしい」と連絡が来た際、

「まずは本人に請求してほしい」と断ることができる。 

②   連帯保証人が 2人いる場合、借金が 100 万円であれば、それぞれの連帯保証人が負担するのは半額の 50 万

円ずつである。 

③ アパートの賃貸借契約や継続的な取引で、将来発生する不特定の借金を保証する「根保証」では、保証人が支

払う上限額（極度額）を契約書に書かなくても契約は有効である。 

④ 保証人が亡くなった場合、その保証人としての義務（借金を肩代わりする義務）は、原則として子供などの相

続人に引き継がれる。 

http://www.kuranavi.jp/

